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＜ 国民健康保険運営方針の評価・検証に関する中間報告について ＞

１ 「中間報告」の目的

運営方針において，県が担う財政運営や，市町村が担う事業の広域的・効率的な運

営に向けた取組を継続的に改善するため，その取組状況を PDCA サイクルの下で定期

的に把握・分析し，評価を行い，検証する必要があるとされている。

昨年度定めた評価指標（県分）については，毎年度，取組状況や達成状況を「中間

報告」として，県国保運営協議会に報告することとしており，今後の取組の方向性を

定めるための基礎数値となる。

「中間報告」の結果から，運営方針に係る平成30年度の取組についてどのような課

題があるか検証を行い，今後の取組の方向性について，県，市町村において認識の共

有化を図る。

２ 国民健康保険運営方針の概要及び評価・検証のための指標

・国保運営方針の対象期間：平成30年度～令和２年度

・国保運営方針に定める事項

①国保の医療費，財政の見通し，②標準保険料の算定方法，③保険料徴収の適正

な実施，④保険給付の適正実施，⑤医療費適正化 等

・国保運営の評価・検証のための主な指標（別添資料のとおり）

３ 「中間報告」に係る現状把握のための各種調査

・県事業年報，国保事業実施状況報告，法定報告（特定健診・特定保健指導実績），

予算関係資料，保険者努力支援制度実績調査 等

４ 今回の「中間報告」について

・ 評価指標ごとに平成30年度に係る上記３の各種調査結果を基に指標ごとの達成状

況等を確認した。

・ 平成30年度において県が実施した運営方針に係る取組状況について，各項目ごと

にまとめた。

※ 一部の指標については平成30年度の数値が出ていないため，平成28年度と平成29年度との比較を

行った。（国保一人当たりの医療費，特定健診・特定保健指導実施率等）

なお，遅れて判明する平成30年度の数値については，令和元年度末頃に判明する見込み。

５ 運営方針の改定に向けた今後のスケジュールについて

今後，「中間報告」を踏まえ市町村に運営方針の項目ごとの改定内容等について意見

照会を行い，論点を整理する。
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＜ 平成30年度の実績に係る「中間報告」について ＞

１ 指標の達成状況
○ 令和２年度までに達成することとしている評価指標について，平成30年度において

既に達成したものは以下のとおり。
（※国保運営の評価・検証のための指標から抜粋）

評価項目 目標 平成30年度
評価指標 （短期） 実績

Ⅲ 国保保健事業等の取組推進
１ 生活習慣病の発症・重症化予防

③医療機関等と連携した市町村数 令和２年度までに
43市町村 43市町村

２ 医療の適正使用
③後発医薬品の使用割合 令和２年度までに 81.7％

80％以上 （県平均）
Ⅳ 保険給付の適正な実施

１ レセプト点検の充実強化
①レセプト点検被保険者１人当た 令和２年度までに 2,340円
り財政効果額 全国平均を上回る額 （全国平均2,051円）

２ 療養費の支給の適正化
⑥損保会社からの傷病届の代行率 令和２年度までに

60％以上を維持 66.1％
Ⅴ 保険料（税）の適正な徴収

２ 収納対策の強化
①資格証明証交付の体制構築 令和２年度までに
（市町村数） 43市町村 43市町村
②財産調査の体制構築 令和２年度までに
（市町村数） 43市町村 43市町村

○ 令和２年度までの目標達成に向けて更に取組が必要なもの

評価項目 目標 平成30年度
評価指標 （短期） 実績

Ⅲ 国保保健事業等の取組推進
１ 生活習慣病の発症・重症化予防

①特定健診実施率 46.5％ 41.3％(※ H29実績)
②特定保健指導実施率 50.5％ 45.3％(※ H29実績)

Ⅴ 保険料（税）の適正な徴収
１ 収納率向上

①収納率（現年度分） 全国18位
（県平均） （上位4割以内） 全国33位(※ H29実績)
①収納率（現年度分）目標達成 令和２年度までに
市町村数 43市町村 10市町村(※ H29実績)

【参考】運営方針の評価・検証に係る指標の目標達成状況
短期目標（令和２年度まで）：31項目

・達成した：６項目
・概ね達成：12項目
・５割程度達成：６項目
・当初の数値からほとんど変化なし：４項目
・データ未出：１項目
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２ 平成30年度の取組及び今後の取組方針について

運営方針
Ⅳ 市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施

２ 収納率目標
 収納率目標（現年度分）
 収納率目標（滞納繰越分）

＜平成30年度の取組＞
・ 担当者や管理者を対象とした収納対策強化に係る研修会の実施や，実地調査にお

いて技術的助言を行った。
・ 国保連合会に国保税収納対策アドバイザーを設置した。
・ 収納率が伸び悩んでいる市町村に対して，国保税収納対策アドバイザーを派遣し，

滞納整理について技術的助言を行った。
平成30年度派遣市町村：３町村

＜今後の取組方針等＞
・ 引き続き担当者及び管理者を対象とした研修会を実施するとともに，国保税収納

対策アドバイザー事業について周知を図る。
・ 実地調査において，収納対策に係る技術的助言を行う。

Ⅵ 医療費の適正化の取組
２ 医療費適正化に向けた取組強化

 特定健康診査及び特定保健指導の取組強化

＜平成30年度の取組＞
・ 国保ヘルスアップ支援事業の一環として，モデル地域において受診率の低い40～

50歳代の働き盛り世代に着目した特定健診実施率向上対策を実施し，その結果につ
いて市町村説明会や医療費適正化部会等の機会に全市町村へ情報提供を行った。

・ 保険者協議会との共催で，特定保健指導従事者を対象とした特定健康診査・特定
保健指導推進研修を開催した。

【課題等】
○ 医療機関からの情報提供に関する取組について
・ 対象者や医療機関への周知不足や理解不足
・ 医師会や医療機関との連携強化が必要
○ 事業所（職場）検診結果取得に関する取組について
・ 事業所への働きかけ，周知が必要
○ 40～50歳代の働き盛り世代に着目した実施率向上対策について
・ 受診率が低く，アプローチの方法等について検討が必要
○ マンパワー不足
・ 特に，特定保健指導に従事する保健師や管理栄養士等の専門職のマンパワー不足

＜今後の取組方針等＞
・ 国保ヘルスアップ支援事業の一環である，モデル地域において受診率の低い40～

50歳代の働き盛り世代に着目した特定健診実施率向上対策を実施する。
・ 特定健康診査実施率向上に向けて，医療機関からの情報提供や事業所健診の結果

取得の取組を推進するため，医師会や商工会等関係団体等への協力依頼を行うこと
としたい。

・ 働き盛り世代に対する効果的な受診勧奨通知の媒体等を作成し，市町村へ還元す
る。
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Ⅰ 基本的事項
１ 目的
平成30年度以降，県は財政運営の責任主体となり，国保運営に中心的な役割を担う一方，市町村は，地域住民と身近な関係の中，資格管理，保険給付，

保険料（税）率の決定，賦課・徴収，保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
このため，県と県内の各市町村が一体となって，財政運営，資格管理，保険給付，保険料（税）率の決定，保険料（税）の賦課・徴収，保健事業その他の保

険者事務を共通認識の下で実施するとともに，各市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう，県内の統一的な国民健康保険の運営方針として「鹿児
島県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）」を作成し，計画期間内に目指す基本的な方向性・方針について定める。

２ 根拠規定
国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第82条の２

３ 策定年月
平成29年11月

４ 対象期間
平成30年度から平成32年度まで（３年間）

５ ＰＤＣＡサイクルの実施
・ 運営方針に基づき国民健康保険事業を実施するに当たっては，県が担う財政運営や，市町村が担う事業の広域的・効率的な運営に向けた取組を継続
的に改善するため，その取組状況をＰＤＣＡサイクルの下で定期的に把握・分析し，評価を行うことで検証する必要がある。
・ 市町村は，市町村が担う事業の広域的・効率的な運営に向けた取組について，ＰＤＣＡサイクルを構築し，県による技術的助言も踏まえた上で，その事
業・取組の改善に努める。
・ 県は，安定的な財政運営の確保のため，運営方針に基づき市町村が実施する事業・取組の実施状況等について，実地調査等を活用しながら確認し技
術的助言を行うとともに，実施事業等の継続的な改善に向け定期的に評価・検証を行い，必要に応じて運営方針の見直しを行う。

鹿児島県国保運営方針（抜粋）と評価・検証の考え方

① 目標設定を，「安定的な財政運営」「医療費適正化（国保保健事業等の取組推進）（保険給付の適正な実施）」「保険料（税）の適正な徴収」
「事務の効率化・広域化」として，分野別に評価を行う。

② 評価指標には，「成果（目標達成）」「実施（施策達成）」「過程・構造・体制」の状況に関する事項を盛り込む。
③ 他県と比較して取組強化が必要となる部分や課題抽出につながる評価，保険者努力支援制度の達成基準等との整合性も考慮した評価指標を盛り
込む。

④ ＰＤＣＡサイクルを意識して，評価結果を次の計画や取組に生かせるよう，事項別に短期，中期・長期の目標を定め，経年的に評価する。

評価・検証の考え方

国保運営方針(抜粋)
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①国保一人当たりの医療費430千円（H29) ⇒482千円以下(R5) 

国保運営の評価・検証のための指標 令和元年9月現在
鹿児島県国民健康保険課

国保運営の安定化 ⇒ 国民皆保険制度の堅持

国保保健事業等の取組推進 保険給付の適正な実施
保険料（税）の適正な徴収

安定的な財政運営

事務の効率化・
広域化

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価

（長
期
）

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

評
価

（中
期
・短
期
）

プ
ロ
セ
ス
・
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
評
価

（
中
期
・
短
期
）

①メタボ該当者・予備群の減少率
28.2％(H28)⇒25％以上を維持(R5)

②糖尿病性腎症による新規透析導入
者数(被保険者10万対)

29.5(H29)⇒13.3以下(R4)
③後発医薬品の使用割合

81.7％(H30)⇒80％以上(R2)

①特定健診実施率
41.3%(H29)⇒60%(R5)

②特定保健指導実施率
45.3%(H29)⇒60%(R5)

③糖尿病重症化予防プログラムに沿っ
た取組市町村数

40市町村(H30)⇒43市町村(R2)
④重複・頻回受診指導を実施した市町
村数

39市町村(H30)⇒43市町村(R2)
⑤重複･多剤服薬指導を実施した市町
村数

39市町村(H30)⇒43市町村(R2)

①個人へのインセンティブの提供市町
村数

37市町村(H30)⇒43市町村(R2)
②部内横断的な議論の場に国保部局
が参画した市町村数

39市町村(H30)⇒43市町村(R2)
③医療機関等と連携した市町村数

43市町村(H30)⇒43市町村(R2)
④薬剤師と連携体制を構築した市町村数

23市町村(H30)⇒43市町村(R2)

①介護給付適正化システムの突合情報を活
用したレセプト点検

42市町村(H30)⇒43市町村(R2)
②指定障害者支援施設の入所者に係るレセ
プト点検

39市町村(H30)⇒43市町村(R2)
③柔道整復療養費に係る患者調査実施状況

20市町村(H30)⇒43市町村(R2)
④第三者行為に係る保健所以外の機関から
の情報提供の体制構築

30市町村(H30)⇒43市町村(R2)
⑤傷病届の様式や療養費等の各種様式をHP
に掲載

29市町村(H30)⇒43市町村(R2)
⑥損保会社からの傷病届の代行率

66.1%(H29)⇒60%以上を維持(R2)
⑦損保会社からの傷病届の提出日数

78日(H29)⇒60日以内を維持(R2)

①レセプト点検被保険者１人当たり財政効果
額
2,340円(H29)⇒全国平均を上回る額(R2)
(※H29全国平均2,051円)

①収納率（現年度分）
全国33位(H29)⇒全国９位以内(R5)

②収納率（滞納繰越分）
19.86％(H29)⇒25.32％(R5)

①収納率(現年度分)目標達成市町村数
10市町村(H30速報値)⇒43市町村(R2)

②収納率(滞納繰越分）目標達成市町村数
26市町村(H30速報値)⇒43市町村(R2)

③口座振替加入率
33.45％(H30)⇒40.00％(R2)

①短期証交付の体制構築
40市町村(H30)⇒43市町村(R2)

②資格証明書交付の体制構築
43市町村(H30)⇒43市町村(R2)

③財産調査の体制構築
43市町村(H30)⇒43市町村(R2)

④捜索の体制構築
35市町村(H30)⇒43市町村(R2)

⑤差押えの体制構築
42市町村(H30)⇒43市町村(R2)

⑥インターネット公売実施の体制構築
16市町村(H30)⇒43市町村(R2)

①算定方式の統一
（3方式の市町村数）

23市町村(H30)
⇒43市町村(R5)

②葬祭費の支給額の統一
42市町村(H30)

⇒43市町村(R2)

成果

実施

過程

構造・体
制

①解消・削減すべき赤字の額 3,916百万円(H30)⇒
②解消・削減すべき赤字を抱える市町村数 14市町村(H30)⇒

医療費適正化

※Ｈ30決算を踏まえ，Ｒ元年度中に概ね5年度以内の計画を策
定し，段階的に赤字の解消・削減に努める。
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国保運営方針の評価・検証のための指標(目標設定)

H29年度 H30年度

①解消・削減すべき赤字の額 4,646百万円 3,916百万円 H36年度

②解消・削減すべき赤字を抱える市町村数
28

市町村
14

市町村
H36年度

ア

ウ

ト

カ

ム

評

価

(

長

期

)

１　医療費適正化

①国保一人当たりの医療費
419,492円
(H28)

430,409円
(H29)

H32年度
452,435
円以下

H35年度
481,751
円以下

県国保運営方針

①メタボ該当者・予備群の減少率
28.2%
(H28)

算定中
（H29）

H35年度
25%以上
を維持

第３期県医療費適正化計画
保険者努力支援制度

②糖尿病性腎症による新規透析導入者数
 （被保険者10万対）

29.5 算定中 H34年度 13.3 第３期県医療費適正化計画

①特定健診実施率
42.9%
(H28)

41.3%
(H29)

H32年度 46.5% H35年度 60%
短期：過去５年間の伸び率
中長期：国目標値

②特定保健指導実施率
46.0%
(H28)

45.3%
(H29)

H32年度 50.5% H35年度 60%
短期：過去６年間の伸び率
中長期：国目標値

③糖尿病重症化予防プログラムに沿った取組市町村数
36

市町村
40

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

①個人へのインセンティブの提供市町村数
31

市町村
37

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

②部内横断的な議論の場に国保部局が参画した市町村
数

31
市町村

39
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

③医療機関等と連携した市町村数
41

市町村
43

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

ア

ウ

ト

カ

ム

評

価
（

長

期
）

③後発医薬品の使用割合 78.6% 81.7% H32年度 80%以上 H35年度 80%以上 第３期県医療費適正化計画

④重複・頻回受診指導を実施した市町村数
30

市町村
39

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

⑤重複・多剤服薬指導を実施した市町村数
30

市町村
39

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

プ

ロ

セ

ス

・

ス

ト

ラ

ク

チ
ャ

ー

評

価
（

中

期

・

短

期
） ④薬剤師と連携体制を構築した市町村数

5
市町村

23
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

現状

Ⅰ　安定的な財政運営

評価項目 評価指標 短期目標 中・長期目標 評価指標，目標値の根拠

ア

ウ

ト

カ

ム

評

価
（

長

期
）

１　国保財政の収支状況

Ⅱ　医療費適正化

Ⅲ　国保保健事業等の取組推進
ア
ウ
ト
カ
ム
評

価
（

長
期
）

１　生活習慣病の発
　症・重症化予防

ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
評
価

（

中
期
・
短
期
）

プ
ロ

セ
ス

・
ス

ト
ラ

ク

チ
ャ
ー

評

価
（

中
期

・
短

期
）

県国保運営方針
段階的な
赤字の解
消・削減

２　医療の適正使用

ア
ウ
ト

プ
ッ

ト

評
価
（

中
期

・

短
期
）
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国保運営方針の評価・検証のための指標(目標設定)

H29年度 H30年度

現状
評価項目 評価指標 短期目標 中・長期目標 評価指標，目標値の根拠

ア

ウ

ト

プ
ッ

ト

評

価

（

中

期

・

短

期
）

①レセプト点検被保険者１人当たり財政効果額

2,209円
(全国平均
1,955円)
(H28)

2,340円
(全国平均
2,051円)
(H29)

H32年度
全国平均
を上回る

額
保険者努力支援制度

①介護給付適正化システムの突合情報を活用したレセ
プト点検(市町村数)

42
市町村

42
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

②指定障害者支援施設の入所者に係るレセプト点検
（市町村数）

35
市町村

39
市町村

H32年度
43

市町村
県国保運営方針

２　療養費の支給の適正
　化 ③柔道整復療養費に係る患者調査実施状況(市町村数)

16
市町村

17
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

④第三者行為に係る保健所以外の機関からの情報提供
の体制構築（市町村数）

20
市町村

30
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

⑤傷病届の様式や療養費等の各種様式をHPに掲載（市
町村数）

12
市町村

29
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

⑥損保会社からの傷病届の代行率
65%

(H28)
66.1%
(H29)

H32年度
60%以上を

維持
(国の方針)目標代行率は60%

⑦損保会社からの傷病届の提出日数
57日
(H28)

78日
(H29)

H32年度
60日以内
を維持

(国の方針)目標提出日数は
60日

１　収納率向上

①収納率(現年度分)
※県平均

全国
33位
(H28)

全国
33位
(H29)

H32年度
全国18位
（上位４
割以内）

H35年度
全国９位
（上位２
割以内）

保険者努力支援制度

②収納率(滞納繰越分)
※県平均

19.25%
(H28)

19.86%
(H29)

H32年度 22.59% H35年度 25.32%

H29年度収納率19.86%(速報
値)に，H26年度からH29年度
の平均増減率0.91を毎年度
加算して算出

①収納率(現年度分)目標達成市町村数
4

市町村

10
市町村

(速報値)
H32年度

43
市町村

県国保運営方針

②収納率(滞納繰越分)目標達成市町村数
25

市町村

26
市町村

(速報値)
H32年度

43
市町村

県国保運営方針

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
（

長

期
）

ア
ウ

ト
プ
ッ

ト

評
価

（

中
期
・

短

期
）

Ⅳ　保険給付の適正な実施
１　レセプト点検の充実
　強化

プ

ロ
セ

ス
・

ス

ト

ラ
ク

チ
ャ
ー

評

価
（

中
期

・

短

期
）

プ
ロ
セ
ス
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

評
価

（

中
期
・
短
期
）

Ⅴ　保険料（税）の適正な徴収

77



国保運営方針の評価・検証のための指標(目標設定)

H29年度 H30年度

現状
評価項目 評価指標 短期目標 中・長期目標 評価指標，目標値の根拠

ア

ウ

ト

プ
ッ

ト

評

価

（

中

期

・

短

期
）

２　収納対策の強化

③口座振替加入率 33.75% 33.45% H32年度 40.00% 保険者努力支援制度

①短期証交付の体制構築（市町村数）
39

市町村
40

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

②資格証明書交付の体制構築（市町村数）
39

市町村
43

市町村
H32年度

43
市町村

保険者努力支援制度

③財産調査の体制構築
（市町村数）

43
市町村

43
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

④捜索の体制構築
（市町村数）

31
市町村

35
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

⑤差押えの体制構築
（市町村数）

41
市町村

42
市町村

H32年度
43

市町村
保険者努力支援制度

⑥インターネット公売実施の体制構築
（市町村数）

11
市町村

16
市町村

H32年度
43

市町村
県国保運営方針

①算定方式の統一
（３方式の市町村数）

12
市町村

23
市町村

H35年度
43

市町村
県国保運営方針

②葬祭費の支給額の統一（2万円/人の市町村数）
27

市町村
42

市町村
H32年度

43
市町村

県国保運営方針

Ⅵ　事務の効率化・広域化
ア

ウ

ト

プ
ッ

ト

評

価
（

中

期

・

短

期
）

プ
ロ
セ
ス
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

評
価
（

中
期
・
短
期
）
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平成30年度第１回国保運営協議会での御意見等について

国保運営方針の評価・検証について

質問者 質問内容 取組内容等

毎年の中間報告の時に，効 ●特定健康診査実施率向上の好事例に
委員 果が出ている市町村の取組事 ついて

例をこの協議会で紹介し，全 （いちき串木野市の取組事例）
体的にどんな状況かを教えて
いただきたい。 ・平成29年度特定健診実施率：60.6％

（国の目標値60％）

・市内16地区にある「まちづくり協議
会」を活用し，個別勧奨を行う等の特
定健診受診勧奨を実施している。

・特定健診実施率が60％を超える「ま
ちづくり協議会」に対しては，交付金
を交付するインセンティブ事業を実施
している。

●特定保健指導実施率向上の好事例に
ついて

（霧島市の取組事例）

・平成26年度に27.1％だった特定保健
指導実施率が，平成29年度には68.1％
と大幅に向上。

・集団から個別指導のみへと実施方法
の見直しを行ったことや，特定保健指
導従事者の確保，事務担当との業務分
担等の実施体制の見直しを行った。

糖尿病重症化予防プログラ 今年度から，国保ヘルスアップ支援
委員 ムに沿った取組市町村数とい 事業における医療費分析事業におい

うのが挙がっているが，健診 て，健診結果の改善等を含めた糖尿病
の受診結果（内容）を毎年の 重症化予防の評価・検証を行うことと
この協議会の場で出していた している。
だきたい。
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